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令和４年度 五條市国民健康保険特別会計予算

令和４年度五條市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,103,200千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７９４，４５９  

 1 国 民 健 康 保 険 税 ７９４，４５９  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ４３０  

 1 手 数 料 ４３０  

 3 国 庫 支 出 金 １  

 1 国 庫 補 助 金 １  

 4 県 支 出 金 ２，９９８，７２４  

 1 県 補 助 金 ２，９９８，７２３  

 2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金 １  

（ 県 負 担 金 ） ０  

 5 連 合 会 支 出 金 １，０９２  

 1 連 合 会 補 助 金 １，０９２  

 6 財 産 収 入 １  

 1 財 産 運 用 収 入 １  

 7 繰 入 金 ３０１，８９９  

 1 他 会 計 繰 入 金 ３０１，８９９  

 8 繰 越 金 １００  

 1 繰 越 金 １００  

 9 諸 収 入 ６，４９３  

 1 延 滞 金 ６，０００  

 2 受 託 事 業 収 入 １  

金 額



 3 雑 入 ４９２  

10 市 債 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金 １  

４，１０３，２００  歳 入 合 計
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  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ７８，７２０  

 1 総 務 管 理 費 ６２，６２７  

 2 徴 税 費 ９，４８１  

 3 運 営 協 議 会 費 ３０２  

 4 医 療 費 適 正 化 特 別 対 策 費 ６，３１０  

 2 保 険 給 付 費 ２，７８５，２４１  

 1 療 養 諸 費 ２，４１６，２１４  

 2 高 額 療 養 費 ３５６，６２６  

 3 移 送 費 １２５  

 4 出 産 育 児 諸 費 １０，０８６  

 5 葬 祭 諸 費 １，８９０  

 6 傷 病 手 当 金 ３００  

 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 １，１８７，８６３  

 1 医 療 給 付 費 分 ８１９，０８７  

 2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 ２６０，５６０  

 3 介 護 納 付 金 分 １０８，２１６  

 4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

 1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金 １  

 5 保 健 事 業 費 ４２，５７４  

 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ３０，８２２  

 2 保 健 事 業 費 １１，７５２  

金 額



 6 諸 支 出 金 ３，７５１  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ３，７５０  

 2 療 養 費 等 指 定 公 費 立 替 金 １  

 7 公 債 費 ５０  

 1 公 債 費 ５０  

 8 予 備 費 ５，０００  

 1 予 備 費 ５，０００  

（ 基 金 積 立 金 ） ０  

（ 基 金 積 立 金 ） ０  

４，１０３，２００  歳 出 合 計

- 5 -



- 6 -



 

 

 

 

令 和 ４ 年 度 
 
 
 
 

墓 地 事 業 特 別 会 計 予 算 書 
 

 

 

 
 
 

五 條 市 

 
 



 



- 7 -

令和４年度 五條市墓地事業特別会計予算

令和４年度五條市の墓地事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,500千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １，２０６  

 1 使 用 料 １，２０６  

 2 繰 入 金 ２，２９４  

 1 他 会 計 繰 入 金 ２，２９４  

（ 諸 収 入 ） ０  

（ 市 預 金 利 子 ） ０  

３，５００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 墓 地 事 業 費 ３，５００  

 1 墓 地 事 業 費 ３，５００  

３，５００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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令和４年度 五條市介護保険特別会計予算

令和４年度五條市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,214,300千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる

場合は、次のとおりと定める。

（１） 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間

の流用。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 介 護 保 険 料 ７１０，４９９  

 1 介 護 保 険 料 ７１０，４９９  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 １０９  

 1 手 数 料 １０９  

 3 国 庫 支 出 金 １，０４９，８６１  

 1 国 庫 負 担 金 ６８４，２５２  

 2 国 庫 補 助 金 ３１１，３７８  

 3 国 庫 交 付 金 ５４，２３１  

 4 県 支 出 金 ６１９，０８７  

 1 県 負 担 金 ５９３，２７４  

 2 県 交 付 金 ２５，８１３  

 5 支 払 基 金 交 付 金 １，０８７，１０１  

 1 支 払 基 金 交 付 金 １，０８７，１０１  

 6 財 産 収 入 １  

 1 財 産 運 用 収 入 １  

 7 繰 入 金 ７１２，００１  

 1 他 会 計 繰 入 金 ６６２，００１  

 2 基 金 繰 入 金 ５０，０００  

 8 繰 越 金 ２  

 1 繰 越 金 ２  

 9 諸 収 入 ３５，６３９  

金 額



 1 延 滞 金 １０  

 2 雑 入 ３５，６２９  

４，２１４，３００  歳 入 合 計
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  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ７８，４６６  

 1 総 務 管 理 費 ７８，４６６  

 2 保 険 給 付 費 ３，９３０，８５４  

 1 給 付 諸 費 ３，８１０，３４６  

 2 審 査 支 払 手 数 料 ４，９７９  

 3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 １１５，５２９  

 3 地 域 支 援 事 業 費 ２０３，０７９  

 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 １１２，７６３  

 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ２，６９９  

 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 ８７，３９８  

 4 そ の 他 諸 費 ２１９  

 4 基 金 積 立 金 １  

 1 基 金 積 立 金 １  

 5 諸 支 出 金 ９００  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ９００  

 6 予 備 費 １，０００  

 1 予 備 費 １，０００  

４，２１４，３００  

金 額

歳 出 合 計



 

 

 

 

令 和 ４ 年 度 
 
 
 
 

大 塔 診 療 所 特 別 会 計 予 算 書 
 

 

 

 
 
 

五 條 市 

 
 



 



- 13 -

令和４年度 五條市大塔診療所特別会計予算

令和４年度五條市の大塔診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ40,300千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000千円と定める。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １２，２４０  

 1 使 用 料 １２，２４０  

 2 国 庫 支 出 金 ６，３００  

 1 国 庫 補 助 金 ６，３００  

 3 繰 入 金 ２１，７６０  

 1 他 会 計 繰 入 金 ２１，７６０  

４０，３００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ３９，５２５  

 1 総 務 管 理 費 ３９，５２５  

 2 公 債 費 ７７５  

 1 公 債 費 ７７５  

４０，３００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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令和４年度 五條市農業集落排水事業特別会計予算

令和４年度五條市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,300千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000千円と定める。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 使 用 料 及 び 手 数 料 １，３３２  

 1 使 用 料 １，３３２  

 2 繰 入 金 １，９６８  

 1 他 会 計 繰 入 金 １，９６８  

３，３００  

  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ２，４８０  

 1 総 務 管 理 費 ２，４８０  

 2 公 債 費 ８２０  

 1 公 債 費 ８２０  

３，３００  

金 額

歳 入 合 計

金 額

歳 出 合 計
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令和４年度 五條市後期高齢者医療特別会計予算

令和４年度五條市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ557,700千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和４年３月１日提出

五 條 市 長 太 田 好 紀
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第　１　表　　　　　歳　入　歳　出　予　算

  歳  入 (単位：千円)

款 項

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ３４７，９５４  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ３４７，９５４  

 2 使 用 料 及 び 手 数 料 ５１  

 1 手 数 料 ５１  

 3 繰 入 金 １９２，７６５  

 1 他 会 計 繰 入 金 １９２，７６５  

 4 繰 越 金 １  

 1 繰 越 金 １  

 5 諸 収 入 １６，９２９  

 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 ５１  

 2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，７００  

 3 預 金 利 子 １  

 4 雑 入 １５，１７７  

５５７，７００  

金 額

歳 入 合 計



  歳  出 (単位：千円)

款 項

 1 総 務 費 ３２，２１７  

 1 総 務 管 理 費 ２９，３１０  

 2 徴 収 費 ２，９０７  

 2 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ５１１，２２７  

 1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金 ５１１，２２７  

 3 保 健 事 業 費 １２，５５６  

 1 健 康 保 持 増 進 事 業 費 １２，５５６  

 4 諸 支 出 金 １，７００  

 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 １，７００  

５５７，７００  

金 額

歳 出 合 計
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